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【はじめに】平成 21年 4月の介護保険制度改定により、1から 2時間の短時間通所リハビ

リテーション（以下、通リハ）が新設され、医療機関である診療所で行うことが認められ

た。その試みを報告する。 

【概要】定員：18 名。利用日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）。時間帯：13 時～15 時。

職員：理学療法士 1名、作業療法士 2名（うち新卒 1名）、看護師 1名、介護職員 2名。送

迎：6名（送迎専門の職員 1名と、看護師を除く 5名）。 

【利用状況】利用者：46名（6月 30日現在。利用中止 2名含む）。介護度：要支援 1[5名]、

要支援 2[8 名]、要介護 1[6 名]、要介護 2[15 名]、要介護 3[7 名]、要介護 4[2 名]、要介護

5[2名]。年齢：46歳～97歳（平均 73.7歳）。 

【まとめ】当院は平成 12年から介護保険の訪問リハビリテーション、通所介護、居宅介護

支援事業に取り組んできた。そのため、今回の通リハを実施するにあたり、職員を配置す

ることや、請求事務、車両の準備がスムーズに行うことができた。利点として、利用者が

医療保険の受診後に続けて介護保険の通リハを利用できること、また当院で実施している

訪問リハビリテーション、通所介護との連携が図られることが考えられた。  


